
Q１ 社会保険の被保険者が 4 月に後期高齢者（75 歳以上）になったときの、レセプト請

求先はどこになりますか。 

 

Ａ１ 後期高齢者医療制度に加入すると、社保・国保の区別はありません。 

   後期高齢者レセプトの提出先はすべて国保連合会になります。 

 

Q２ 現在生活保護を受けている方も、75 歳になると後期高齢者医療の対象となるのでし

ょうか。 

 

Ａ２ 生活保護を受けている間は、後期高齢者の対象外です。 

   レセプトは、社会保険診療報酬支払基金へ請求してください。 

 

Q３ 後期高齢者医療被保険者証を持参した方の、保険者番号及び被保険者証はレセプトの

何処に記載するのでしょうか。 

 

Ａ３ 保険者番号について 

   後期高齢者医療被保険者証の「保険者番号並びに保険者の名称及び印」の欄に記載

されている「３９０８××××」については、レセプトの「保険者番号」欄に記載

してください。 

 

   被保険者番号について 

   後期高齢者医療被保険者証の「被保険者番号」は、レセプトの「被保険者証・被保

険者手帳等の記号・番号」欄に記載してください。（記号等の区分はありません。） 

   

   ※オンライン請求及び磁気媒体請求での被保険者番号の設定は、番号欄に設定しま

す。  

 

                        

〔被保険者証の見本〕 

被保険者番号 

「8 桁」の数字が入ります。 

保険者番号 

法別番号   県番号    市町村番号  検証番号 

3 9 0 8     

 


